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都市計画法第 32 条協議及び摂津市開発行為に関する協議申請書作成要領 
 
１ 申請書は、協議申請書編冊順序にしたがって作成し、提出部数は、正本、副本各１部

と審査会議案書３部とする。 
２ 申請書は、Ａ４サイズの大きさとし、ファイル等で取り外しの容易な綴り方にするこ

と。なお、設計図書はＡ３サイズの大きさとし、それぞれ見やすい場所に図書名を記入

し、インデックス等により見出しをつけること。 
３ 審査会議案書は、様式第２号を表紙とし、位置図、土地利用計画図、排水計画図、そ

の他必要とする図書を添付し、ホッチキス止めとすること。 
４ 申請書類のうち、覚書（様式第３号）、排水放流の同意書（様式第５号）、権利者の同

意書（様式第６号）、同意書（様式第７号）及び誓約書（様式第８号）への押印につい

ては実印で押印すること。ただし、摂津市開発行為に関する協議申請書のうち、上記書

類では土地の寄附行為または管理行為が行われない場合は認印でも可能とする。 
５ 代理人に申請手続きを委任する場合は、委任状を添付すること。 
６ 覚書（様式第３号）は、協議完了後に公共施設一覧表（様式第４号）とともに袋綴じ

し、正本、副本ともに押印、割印をすること。ただし、日付は記入しないこと。 
７ 公共施設一覧表（様式第４号）には、公共施設の種類（道路、排水施設、水路及び公

園等）と、その公共施設の寸法、延長、面積、管理者及び用地の帰属、寄附を記入する

こと。 
８ 摂津市開発行為に関する協議申請のうち、都市計画法第２９条許可が不要の場合は都

市計画法施行規則第６０条による証明書を、建築基準法による道路の位置の指定を受け

ようとする場合は大阪府の定める事前協議書（協議完了のもの）を添付すること。 
９ 都市計画法第３２条協議申請又は道路位置指定に伴う摂津市開発協議申請の場合は、

各課協議書（様式第１４号）を添付すること。 
１０ 排水同意は、排水放流の同意書（様式第５号）に農業委員、水利委員の氏名を記入

し、押印の上その写しを添付すること。 
１１ 土地登記簿謄本及び印鑑証明のほか諸証明については、申請日以前３ヶ月以内に発

行されたものを添付（正本には原本）すること。 
１２ 地籍図は法務局備付けの公図を添付すること。なお、転写及び複写等の公図を添付

する場合は、転写及び複写等の場所、年月日、及び転写及び複写した者の氏名を記入

すること。 
１３ 公共施設の帰属・寄附又は管理の妨げとなる所有権、地上権、根抵当権等の権利者

がいる場合は、その者の同意書（様式第６号）を添付すること。その場合は、印鑑証

明書（法人の場合は、印鑑証明書及び資格証明書）も添付すること。 
１４ 開発協議申請書には、摂津市消防本部消防長及び摂津市水道事業管理者の同意書の

写しを添付すること。 
１５ 道路及び水路等の明示指令書は、明示指令書と指令図の写しを添付すること（要原

本照合）。ただし、境界又は管理区域が構造物等で明確な場合は、不要とすることができ

る。不動産登記法第14条第1項に基づく地籍図を添付し、かつ筆界点座標値を添付する場

合は、その書面を明示指令書に代えることができる。 
開発区域内に、都市計画施設がある場合は、その施設の位置を明示した書面を添付

すること。 

１６ 河川、水路及び堤防法面等を占用する場合は、占用許可書を添付すること。 
１７ 現況写真は、開発区域全体がわかるように撮影したもの。 
１８ 標識設置写真は、開発計画公開標識の設置位置及び内容がわかるように撮影するこ

と。 



１９ 区画整理事業区域内については、区画整理法第７６条の許可書を添付すること。 
２０ 民法第２３４条に規定する寸法の確保が出来ない場合は、隣地土地所有者の同意書

（様式第７号）を添付すること。同意書の添付が出来ない場合は、誓約書（様式第８

号）に経過等を記入し添付すること。 
２１ 位置図は、1/2500 の白地図を添付すること。 
２２ 現況図は、開発区域周囲の用途及び開発区域の現況がわかるように記入すること。 
２３ 土地利用計画図は、道路の位置、建物の配置、隣地境界からの距離、外周の仕舞、

植樹帯スペース、出入口の幅、駐車スペース、区画割等、土地の利用方法を詳細に図

示すること。 
２４ 造成計画平面図、断面図は、造成区域及び造成高を記載し、盛土については赤、切

土については黄色をそれぞれ着色すること。 
２５ 給排水計画図は、給水管及び排水管の管径、排水桝の位置及び大きさ、消火栓の位

置等を記入すること。 
２６ 流末構造図は、開発区域内の最終桝から下水道本管、河川、水路等までの取付断面

図を図示すること。 
２７ 求積図は、三斜法または座標計算法等でわかり易い方法とし、公共施設で帰属する

部分の求積は明確に分け朱線で囲むこと。 
２８ 緑化詳細図は、緑化スペースの求積、樹種、本数等、詳細を記入すること。 
２９ 予定建築物が中高層建築物の場合、日影図、電波障害調査書を添付すること。 
３０ 予定建築物の平面図、立面図、断面図を添付し、高さ等、建築物の内容がわかるよ

うにすること。 
３１ 地元説明経過書（様式第 10 号、11 号）には、地元自治会長にその経過書を確認し

ていただき、署名のあるものを添付すること。 
３２ 単身者住宅、寄宿舎、寮及び高齢者住宅を建築する場合は、事業計画書（様式第９

号）を添付すること。 
３３ 工事完了届出書（様式第 12 号）は、位置図、土地利用計画図、給排水計画図、竣工

写真を添付し、1 部提出すること。 
３４ 開発協議申請のすすめ方については、別紙１フローチャートを参照のこと。 
３５ 主な協議先については、別紙２を参照のこと。 



別 紙 １ その①  フローチャート 
 

摂 津 市 開 発 協 議 
 
 

協 議 申 請 書 受 付（正本、副本、各１部と審査会議案書３部） 
 
 
 

摂津市開発審査会 
 
 
 

開 発 同 意 
 
 
 

開 発 工 事    建築確認申請書受付（様式第 13 号工事完了検査誓約書添付） 
 
 
 

工 事 完 了 検 査        建築確認申請書経由 
公 共 施 設 の 寄 附 

 
 

開 発 工 事 
検 査 済 証 交 付 

 
 

工 事 完 了 検 査 
建築確認申請書受付        公 共 施 設 の 寄 附 

 
 
 

建築確認申請書経由        検 査 済 証 発 行 
 



別 紙 １ その②  フローチャート 
 

道 路 位 置 指 定 
 

事 前 協 議 書 受 付（正本１部、副本２部と審査会議案書３部） 
 
 
 

摂津市開発審査会 
 
 
 

事 前 協 議 書 経 由（摂津市   大阪府） 
 
 
 

協 議 申 請 書 受 付（正本、副本、各１部と審査会議案書３部） 
 
 
 

開 発 同 意 
 
 
 

開 発 工 事 
 
 
 

工 事 完 了 検 査（摂津市） ・ 公 共 施 設 の 寄 附 
 
 
 

検 査 済 証 発 行 
 
 
 

道路位置指定検査（大阪府） 
 
 
 

建築確認申請書受付 
 
 
 

建築確認申請書経由 



別 紙 １ その③  フローチャート 
 

都 市 計 画 法 開 発 許 可 
 
事 前 協 議 書 受 付（正本、副本、各１部と審査会議案書３部） 
 
 
 
摂 津 市 開 発 審 査 会 
 
 
 
事 前 協 議 返 却 
 
 
 
第３２条協議申請書受付（正本、副本、各１部と審査会議案書３部） 
 
 
 
摂 津 市 開 発 審 査 会 
 
 
 
第 ３ ２ 条 同 意 
 
 
 
第２９条許可申請書受付（正本、副本、各１部） 
 
 
 
第 ２ ９ 条 許 可 
 
 
 
開 発 工 事 
 
 
 
工 事 完 了 検 査 ・ 公 共 施 設 の 帰 属 
 
 
 
検 査 済 証 交 付 ・ 完 了 公 告 
 
 
 
建築確認申 請書受 付       建築確認申請書経由 



別 紙 ２ 

内              容 協 議 課 

消 防 消防同意、消防水利、中高層建築物等 消防本部予防課 

水 道 水道同意、給水計画等 水 道 施 設 課 

排 水 排水計画、排水同意、排水設備 下 水 道 事 業 課 

道 路 出入口、道路帰属、道路占用、道路明示、狭隘道路等 道 路 管 理 課 

交 通 駐車場、駐輪場、交通安全施設、工事車両運行計画等 道 路 交 通 課 

緑化・公園 緑化計画、公園、帰属等、水路占用、水路明示等 水 み ど り 課 

ゴ ミ ゴミ置場等 
環境業務課（環境

セ ン タ ー 内 ） 

公 害 騒音振動等の届出、倉庫工場等の届出、屋外広告物等 環 境 政 策 課 

教 育 
通学路等 

教 育 委 員 会 
教 育 政 策 課 

文化財等 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 

自治・防犯 

防犯灯の設置 防災危機管理課 

自治会加入 自 治 振 興 課 

広報板 広 報 課 

都 市 計 画 

都計法第 53 条 建 築 課 

用途地域、都市計画道路・街路、区画整理、景観（大規

模建築物等の届出）、吹田操車場跡地、正雀駅前、千里丘

駅西口等、大店立地法（売場面積 1,000 ㎡以上）等 
都 市 計 画 課 

集 会 所 集会所の設置、帰属等 資 産 活 用 課 

医 療 医療施設等 保 健 福 祉 課 

福 祉 
大阪府福祉のまちづくり条例等 

建 築 課 
（障害福祉課） 

サービス付高齢者住宅等 高 齢 介 護 課 

店 舗 売場面積 200 ㎡以上 1,000 ㎡未満 産 業 振 興 課 

農 地 農地転用、農従証明等 農業委員会事務局 

 
＊その他の協議については建築課と十分協議のこと。 



協議申請書編冊順序（その①） 

順序 書  類  名 
３

２

条 

市

開

発 
様 式 備          考 

１ 第３２条協議表紙 ○  15  

２ 
摂津市開発行為に

関する協議申請書 
○ ○ １  

３ 委 任 状 ○ ○ 16 
代理人に申請手続きを委任する場合 
代理人押印 

４ 覚 書 ○ ○ ３ 
協議成立後に２部製本 

５ 公共施設一覧表 ○ ○ ４ 

６ 
都計法施行規則 
第６０条証明書 

 ※  ※都計法第 29 条許可不要の場合 

７ 事 前 協 議 書 ○ ○ 
摂津市様式 都計法第 32 条協議の場合 
大阪府様式 道路位置指定の場合 

８ 各 課 協 議 書 ○ ○ 14 
各課意見協議済であること 
市開発は道路位置指定の場合 

９ 排 水 同 意 ○ ○ ５ 農業委員、水利委員、神安土地改良区等 

１０ 土地登記簿謄本 ○ ○  受付日より３ヶ月以内のもの（正に原本） 

１１ 地籍図（公図） ○ ○  
法務局備付けの公図。転写及び複写等の場合、

転写及び複写等の場所、年月日、及び転写及

び複写した者の氏名を記入すること。 

１２ 権 利 者 の 同 意 ○ ○ ６ 
公共施設の帰属・寄付又は管理の妨げとなる

所有権、地上権、根抵当権等の権利者。 

１３ 
印 鑑 証 明 
資 格 証 明 

○ ○  
印鑑証明書（法人の場合は、印鑑証明書

及び資格証明書）も添付すること。 

１４ 消防長の同意書 ○ ○  正本に写し、副本に原本を添付 

１５ 
水道事業管理者 
の 同 意 書 

○ ○  正本に写し、副本に原本を添付 

１６ 明 示 指 令 書 ○ ※  
※道路、水路、河川等、公共用地に接し、

その境界が明確でない場合 

１７ 占 用 許 可 書 ○ ○  道路、水路、河川等を占用する場合 

１８ 現 況 写 真 ○ ○  区域全体が写っているもの 

１９ 
開 発 計 画 公 開 
標 識 設 置 写 真 

○ ○  標識の設置位置及び内容がわかるもの 

２０ 
そ の 他 
許可書・同意書 

○ ○ ７・８ 各許可書、隣地同意書等 

２１ 事 業 計 画 書 ○ ○ ９ 
単身者住宅、高齢者住宅、寄宿舎、寮の

場合 

２２ 地元説明経過書 ○ ○ 10 
11 

自治会長の確認署名必要 

 
      



協議申請書編冊順序（その②） 

 添 付 図 面 
３

２

条 

そ

の

他 
縮尺 備          考 

２３ 
位 置 図 
(付近見取り図) 

○ ○ 1/2500 方位及び開発区域を明確にすること 

２４ 現 況 図 ○ ○ 
1/300 
以上 周囲の現況用途を記入 

２５ 土地利用計画図 ○ ○ 
1/300 
以上 

敷地周囲の仕舞、出入口の幅、緑化スペ

ース、駐車スペース等 

２６ 
造 成 計 画 
平面図・断面図 

○ ○ 
1/300 
以上 盛土は赤色、切土は黄色で着色 

２７ 給 排 水 計 画 図 ○ ○ 
1/300 
以上 排水管径、汚水桝、雨水桝、会所等 

２８ 擁 壁 の 断 面 図 ○ ○ 
1/30 
以上 

１ｍ以上はコンクリート擁壁(構造図、構

造計算書添付) 

２９ 求 積 図 ○ ○ 
1/300 
以上 三斜法または座標計算法 

３０ 公共施設求積図 ○ ○ 
1/300 
以上 三斜法または座標計算法 

３１ 排水施設構造図 ○ ○ 
1/30 
以上 人孔、桝等 

３２ 流 末 構 造 図 ○ ○ 
1/30 
以上 最終桝から本管及び水路等まで 

３３ 下 水 道 縦 断 図 ○ ○ 
1/300 
以上  

３４ 道 路 計 画 図 ○ ○ 
1/300 
以上 縦断図、横断図 

３５ 関 電 協 議 図 ○ ○  関西電力との協議完了図 

３６ 緑 化 詳 細 図 ○ ○ 
1/300 
以上 求積、樹種、本数 

３７ 予定建築物図面 ○ ○ 
1/300 
以上 平面図、立面図、断面図 

３８ 日 影 図 ○ ○  中高層建築物の場合 

３９ 電波障害調査書 ○ ○  中高層建築物の場合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


